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③冊数(概数)は置き場所を確保するために必要です。

④利用支援担当（内線２２２７）まで、ご連絡をお願いします。
⑤搬入の日程を調整します。
⑥置き場所の確保のために冊数（概数）を伺います。
　リストの作成は必要ありません。

⑧基本的に図書館の南棟地下１階が置き場所です。
⑨搬入して書架に並べてください。

退去者等使用室引き渡し時の図書の処理方法

②作業効率化のため、「図書」、「雑誌」の分別にご協力ください。

図書館に連絡
(搬入日程等調整）

指定の場所に搬入

OPACの更新などの
作業を行います。

⑩図書館に返却された図書館資料は、
　「熊本大学附属図書館図書管理要項」に則った処理をします。

→「熊本大学附属図書館」の押印がある、「図書」と「雑誌」のことです。

　

それは、図書館資料です。

図書、雑誌各々の
冊数（概算）は？

※別紙資料参照

平成25年12月25日
図書館運営委員会承認
令和3年10月22日改訂

退去者等で、研究室に
置いてある本を

分別してください。

(概算方法:「段ボールｎ箱分」、「本棚ｎ棚分」、「だいだいｎ百冊」等)

⑦資料保存のために、搬入当日までに
　　カビ・ホコリ等の除去をお願いします。

退去者等で
処置してください。

それは、
図書館資料では

ありません。

①図書館資料とは？

※「研究室から図書館へ返却する図書の扱いについて」
　を参照してください。

 置き場所等は学科・研究室などに
 ご相談ください。

 新たな配架場所または引き継ぐ教員が
 決まったら必ず図書館に
 連絡してください。

「熊本大学附属図書館」
の押印がありますか？

今後も、研究室などで
利用しますか？



 

研究室から図書館へ返却する図書の扱いについて 

 

【関連】  “該当する図書館資料”や“図書館との事前連絡”等については 

          「退去者等使用室引き渡し時の図書の処理方法」を参照してください。 

 

【返却後の扱い】 

  返却された図書は「熊本大学附属図書館図書管理要項」に則った処理を行います。 

  配架場所・除籍・廃棄については図書館へご一任ください。 

  「保存を希望する図書」がある場合は、以下を参照してください。 
 

   図１ 返却図書の中に「図書館での保存を希望する図書」がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              ＊場合によってはご希望に沿えないこともあります。 

 

     「退去者等使用室引き渡し時の図書の処理方法」フローチャート図では 

     “図書、雑誌 各々の冊数（概算）は？”の下に入ります。 

③ 図書館が指定した場所へ搬入する 
④ 搬入時に保存を希望するものとそう

でないものを分けて置き、「見出し

（図３-a）」を該当棚に付ける 
（図３-b） 

図書館に連絡後、 
指定の場所に搬入 

図書館へ一任する 
（図書館に連絡後 
 指定の場所に搬入） 

① 保存を希望する図書と、希望しない

図書を分別する 
 ② 特筆する事由があれば、 
 「しおり（図２）」を図書に挟む 

はい 

いいえ 保存を希望する 

図書がある 



 

 

 図３-a 見出し（案） 
     A4 または A5 

   ↑          ↑ 

    図書館所蔵希望 

   

     ○学部○○研究室 

 

 図３-b 書架イメージ 

  

             見出し  

 

   

 

30 ㎝程度 
  特筆すべき 
  理由がある 
  場合は備考 
  欄をご活用 
  ください。 
   

 
  例：出版年は 
  古いが学術的 
  価値は高い 
    

 

 

  

 図２ しおり（案） 
     5 ㎝程度 

  

図書館所蔵希望 

  備考：（理由等） 

 
○ 熊本大学附属図書館図書管理要項（抜粋）         

平成 16 年 4 月 1日  

附属図書館長裁定  

令和 3年 2月 15 日一部改正  

（亡失等の報告） 

第 10 固定資産管理責任者は、固定資産管理規則第 24条 2の規定により、図書の亡失、滅失、 

き損破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに学長に報告しなければならない。 

 （除却対象図書の決定） 

第 11 図書が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、除却の対象とすることが出来る。 

 (1) 天災、火災等により滅失したもの 

 (2) 物理的減耗が著しく修復不能なもの、又は修復に要する費用が当該図書の取得に要する 

費用より高価であると認められるもの 

 (3) 蔵書点検による所在不明の状態が３年以上経過したもの 

 (4) 内容が古く利用価値がなくなったもの 

 (5) 内容が改版等により逐次改訂され利用価値を失ったもの 

 (6) 重複の図書で保存の必要がないと認められるもの 

 (7) その他、図書館長が保存の必要がないと認めたもの 

2 前項の図書を除却対象として決定しようとする場合は、熊本大学附属図書館運営委員会の議を 

経て、固定資産管理責任者が決定するものとする。 




